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研究成果の概要（和文）：　譲渡所得に対する課税と相続税に対する課税とが二重課税に当たるのではないかとの視点
から、両者の関係について諸外国の税制等との比較の上、検討を行った。わが国の譲渡所得課税に関する研究成果とし
て、所得の実現と認識との相違を指摘するとともに、譲渡所得課税の本質に関する検討を行った。また、アメリカ・カ
ナダ等、相続税（遺産税）またはキャピタルゲインのいずれかにのみ課税を行う国のしくみを参照して、わが国の立法
論のあり方を探った。

研究成果の概要（英文）：From the standpoint that whether the taxation both on capital gain and inheritance
 is double taxation or not, I studied the relationship between those taxes by comparing to Japanese taxes 
and the U.S. and Canada taxes. As the results of the study, I wrote some articles on the difference of rea
lization and recognition of income, and on the essence of capital gain taxation in Japan's tax law. I also
 considered lesislation in Japan's tax law by refering to the U.S. and Canada tax laws which taxes either 
of capital gain or estate.
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１．研究開始当初の背景 
（1）平成 22 年 7 月 6 日にわが国の最高裁判
所が示した判決では、年金払特約付きの生命
保険金契約に基づいて保険金を受け取る権
利（年金受給権）と、それに基づいて受け取
った保険金の両者に課税することは、一部、
二重課税に当たることが判示されている。こ
れは、前者には相続税が課され、後者は所得
税法 9 条 1 項 15 号（現 16 号）におけるみな
し相続財産に該当することを根拠とするも
のである。もっとも同判決は、相続税の対象
となっていない将来の運用益に当たる部分
については、保険金受給者である相続人固有
の所得に該当することから、相続人の一時所
得として所得税の課税対象になると判示し
ている。 
この判決を契機として、相続税と所得税と

の関係をめぐる問題が注目され、相続財産に
含まれる値上り益、すなわちキャピタルゲイ
ンの課税上の取り扱いをめぐり、相続税と所
得税とを課税することは二重課税に当たる
のか、当たるとすればどのようにして排除す
べきかという問題が議論の対象となった。 
 
（2）この問題には、納税者の税負担に関わ
る問題であるのみならず、法理論の観点から
も重要な論点が含まれている。 
すなわち、被相続人が保有していた資産に

は、その保有期間中に値上り益が発生してお
り、相続財産の価格にはその値上り益も含ま
れている。相続税はその資産を取得した相続
人に対して課されるものであるが、相続税の
負担の中には被相続人の保有期間中の値上
り益のうち、被相続人の保有期間中に課税の
対象とされなかったものが含まれているの
である。 
しかし、わが国の所得税法上は、この被相

続人の保有期間中の値上り益を相続人に引
き継がせ、相続人が後に譲渡した際に、被相
続人の分を合わせて譲渡所得として課税す
るというしくみを採用しているのである。 
前記の最高裁判決は、直接的には相続税と

譲渡所得税との関係について判示したもの
ではないが、こうした問題につながる事項を
指摘していると言える。 
 
（3）こうした問題状況を背景として、相続
によって取得した資産に対する課税のあり
方について、相続税および譲渡所得税の両面
から研究することとした。 
 
２．研究の目的 
（1）研究の目的は、相続時における資産の
移転に関して課税される相続税と、資産の値
上り益に対する所得税（譲渡所得）について、
その関係を検討することにより、納税者の適
切な税負担のあり方を検討することにある。 
この関係は、所得税における「包括的所得

概念」の下で、納税者の担税力を増加させる
経済的利益を「所得」としてとらえる関係上、

相続によって取得した資産も「所得」と考え
られることを前提としている。そのため、相
続によって取得した資産も本来は所得税の
課税対象とされるものの、所得税法 9 条 1 項
16 号によって所得税は非課税とされ、それに
代えて相続税（贈与の場合には贈与税）の対
象とされている。このように、相続（ないし
贈与）によって取得した資産については、所
得税と相続税とが二重に課税されることを
排除する措置が講じられている。 
 
（2）一方で、相続または贈与によって取得
した資産に含まれる値上り益については、所
得税法 60 条 1 項に基づき、取得価額の引継
ぎを通じて課税が繰り延べられる（同法 59
条 1 項における「みなし譲渡課税」の対象と
なるものを除く）。そのため、相続人が相続
によって取得した資産には相続税が課され、
後にその資産を（有償）譲渡した場合には、
そこに含まれていた資産の値上り益（増加益）
に所得税（譲渡所得）が課されることになっ
ている。 
 
（3）このような現行法上の措置は、実質的
に二重課税となるのではないかというのが、
本研究の主たる関心事であり、法理論的にこ
の点をいかに考えるべきかということをテ
ーマとしている。 
この問題は、所得税法における「所得の実

現」をどのように考えるかという点と深く結
びついており、譲渡所得に対する課税をめぐ
る諸問題と関連しているため、さまざまな観
点から検討する必要がある。 
また、この研究の性質上、現行法の解釈上

の検討を前提としつつ、法改正を伴う立法論
にまで踏み込む必要がある。そのために、わ
が国における問題状況を指摘するとともに、
諸外国の制度を参照して、あるべき課税のし
くみを検討することとする。 
 
３．研究の方法 
（1）上記の目的に沿って研究を行うにあた
り、まずはわが国における譲渡所得課税につ
いて検討し、問題点の指摘とその検討を行っ
た。とりわけ、どの段階で、誰に所得が「実
現」したのか、言い換えると、保有期間中の
値上り益がどのタイミングで「実現」したと
言えるのか、さらにその所得がどのように
「認識」されるのか、という点を中心に検討
を行った。 
 まず、譲渡所得とは、保有期間中の資産の
値上り益であり、資産の所有者の手中に置か
れている段階で逐次、「発生」するものであ
る。しかし、保有資産に発生した値上り益な
いし増加益は、その所有者にとっては抽象的
な所得（未実現利益）であり、具体的な利益
を手にしていないため、この段階では課税さ
れない。 
所得税法上、このような利益は、現実に経

済的利益を得るのが確実となった段階、すな



わち所得が「実現」した段階で課税するとい
う原則がある（実現主義。所得税法 36 条参
照）。 
さらに現行法上は、実現した所得であって

も一定の政策的な理由から課税を免除する
という措置が租税特別措置法を中心に講じ
られている。言い換えれば、実現した所得を
認識しないという対応がとられているので
ある。 
こうした譲渡所得の「発生」、「実現」、「認

識」という各段階を区別して理解することは、
実際に課税をする場面で重要であり、こうし
た理解は有益である。そして、譲渡所得税と
相続税との二重課税を考える上では、こうし
た点の理解の整理は具体的な問題や立法論
を検討する上で、基本的な考察事項であると
言える。 
本研究の最初の段階として、このような所

得の「実現」および「認識」という基本概念
の研究を行った。 
 
（2）こうした研究を基礎として、相続や贈
与の場面での所得の実現ないし認識の方法
の検討として、諸外国の法制度の研究を行っ
た。具体的には、アメリカ、カナダ、マレー
シア、オーストラリアにおける課税制度につ
いて、文献調査および現地における聞き取り
調査を行った。 
これらの国々では、相続税（正確には遺産

税）と譲渡所得税の両税を課さず、いずれか
一方の課税にとどめるというしくみを採用
している。これらの国々がわが国とは異なり
遺産税方式（遺産を取得した側ではなく、遺
産そのものに課税を行うしくみ）を採用して
いるとはいえ、両税について何らかの調整を
講じていることは、わが国の課税のあり方を
考える上で有益である。このような観点から
比較法的なアプローチを採用した。 
 
４．研究成果 
（1）上記３．（1）に関連して、譲渡所得課
税における「実現」および「認識」に関する
論稿を 4本公表し、かつ学会報告を行った（下
記５．雑誌論文②～⑤、学会発表②）。 
これらの論稿において、所得税とりわけ譲

渡所得に対する課税における通説・判例とさ
れている増加益清算説の限界を指摘すると
ともに、それに対立する形で主張されている
譲渡益課税説の問題点も指摘した上で、「実
現」概念の理解の仕方と位置づけについて見
解を明らかにした。 
この中でも下記５．雑誌論文②において、

特に譲渡所得の実現のとらえ方につき、次の
ような点を指摘している。すなわち、従来の
判例・通説である増加益清算説を基礎とした
見解では、資産の譲渡時に対価として得たも
のだけが譲渡所得として扱われると解され
ているが、職務発明にかかる特許権の譲渡の
場合のように、当該資産の譲渡の時点ではそ
の対価の額が確定していないため、後に「相

当の対価請求権」に基づいて逐次、対価を得
るというタイプもあり得るのである。そうし
た所得も元をたどれば、特許権という「資産」
を譲渡して得られるものであることから、性
質上は譲渡所得であると考えられる。 
こうした所得につき、金額の計算上、譲渡

後の事実が反映されていることを理由とし
て譲渡所得性を否定するならともかく、「譲
渡時に実現するものだけが譲渡所得である」
ということを根拠として譲渡所得性を否定
するのは、譲渡所得の性質およびその実現の
とらえ方が適切ではないと考えられる。 
このような見解は、譲渡所得の課税につい

て、「発生」、「実現」、「認識」という枠組み
で理解することによって説得力を持つもの
である（下記５．雑誌論文③～⑤参照）。ま
た、従来の判例・通説は、増加益清算説の射
程範囲を適切に理解していない点に問題が
あるのである。 
 
（2）また、譲渡所得課税においても純所得
課税の原則が当てはまることを指摘し、取得
費や譲渡費用の理解の仕方について指摘す
る論文も公表した（下記５．①）。 
 この論文では、譲渡所得の金額の計算上、
控除が認められている取得費のうち、判例に
よって認められる付随費用の性質に焦点を
当てて検討している。すなわち、資産の取得
に際して直接的に要した費用でなくとも、そ
れに付随して必要とされた費用は付随費用
として控除がみとられているが、その範囲や
該当性の判断基準が明らかにはされていな
かった。 
 一方、同様に控除が認められている譲渡費
用については、最高裁平成 18 年判決により、
「現実の譲渡にとって客観的に必要な費用」
という判断基準が示されており、付随費用も
これと同様に考えることができるのではな
いかということを検証した。 
これにより、純粋な資産の増加分、すなわ

ち純所得の部分に課税するのが所得課税の
原則であるとする「純所得課税の原則」が、
譲渡所得についても妥当することを指摘し
た。そして、その考え方に従えば、付随費用
の判断基準についても「現実の資産の取得に
とって客観的ないし社会的に必要とされる
費用」と定義することができると論じた。 
 
（3）外国法に関する研究としては、下記５．
学会発表①を行うにとどまった。この発表で
は、アメリカにおける富裕者に対する課税の
方策の一つである“Buffet tax”と呼ばれる
しくみを紹介し、わが国における富裕者に対
する課税のあり方を検討し、それに伴って生
じうる問題点を指摘した。この中でも、譲渡
所得に対する課税や相続税の位置づけなど
について検討した。 
 また、相続税（遺産税）と譲渡所得課税と
の関係については、この研究期間中には論稿
を公表することができなかった。しかし、文



献および聞き取り調査等は済んでいること
から、すでに論文作成には取りかかっており、
近日中にこの点に関する論稿を公表する予
定である。 
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